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2025年度 実施方針 

事業統括部 

 

1．件名 

ＮＥＤＯプロジェクトを核とした人材育成、産学連携等の総合的展開 

  

2．根拠法  

国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法第十五条第一項第九号 

 

3．背景及び目的・目標 

（1）事業の背景及び目的  

国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構（以下「NEDO」という）は、第５

期中長期目標において、「高度な研究開発マネジメントの実施による研究開発成果の創出と

成果を企業等が速やかに社会実装に繋げることを支援するなど、研究開発マネジメントを通

じたイノベーションの創出に貢献する」ことがミッションの一つとして掲げられている。 

本事業は、上記ミッションの達成に貢献すべく、NEDO で実施するナショナルプロジェクト

及びテーマ公募型事業（以下、「NEDO プロジェクト」という。）における研究開発成果を速や

かに事業化・社会実装に繋げる効果的方策の一つとして、成果の社会実装や関連する先端

技術分野等の将来を担う人材の育成及び産学連携等の深化を通じたＮＥＤＯプロジェクトの

発展・成果普及を目的として実施する。 

 

（2）事業の目標   

我が国の将来を支える産業技術の発展を担う拠点を大学等に形成し、講座を開設・実施

することで NEDO プロジェクト成果の社会実装や関連する先端技術分野等の将来を担う人

材を育成する。また、拠点を中心とした産学の人材交流等を企図し、新たなニーズまたは技

術シーズの発掘や、技術の応用・発展に繋がる人的ネットワークを構築する。  

 

4．実施内容及び進捗（達成）状況  

4．1 2024年度実施内容  

（１）事業内容【委託事業】 

下記の（ア）又は（イ）のいずれかを満たす拠点を大学等に形成し、ⅰ）、ⅱ）を一体的に

実施する。また、ⅰ）、ⅱ）を実施した上でⅲ）の実施も可能とする。 

 

（ア）大学等が技術の中核となって優れた成果を生み出しつつある又は生み出したＮＥＤＯ

プロジェクト（コアプロジェクト）の人材育成拠点 

（イ）先端技術分野等の人材育成拠点 



 

 

2 

 

 

i）人材育成講座の実施 

コアプロジェクトの基幹技術、先端技術分野等に係る講座を大学等に開設し、人材育

成を行う。拠点には代表者*を置き、特任教員や企業経営等の専門家等からなる講師（常

勤／非常勤）陣を配置する。また、若手研究者の育成を図るため、学生等が将来、当該

分野の研究に参加することを促進する環境を整備する。 

＊コアプロジェクトの研究拠点である場合は、プロジェクトリーダー等を拠点の代表者とし研究開発と一体的に

推進できる体制とする。 

 

ii）人的交流等の展開 

コアプロジェクトの基幹技術、先端技術分野等の産学の研究者、技術者等の人的ネッ

トワークの構築に寄与する人的交流事業等を実施する。 

 

iii）周辺研究の実施 

コアプロジェクトの基幹技術、先端技術分野等に関連する基礎的研究や、その成果の

普及や発展に資する派生的研究を実施する。産業界が実施する研究開発との間で共同

研究を行う等、密接な連携を図ることにより、円滑な技術移転を促進する。 

 

（２）対象事業者 

大学等が技術の中核となって優れた成果を生み出しつつある又は生み出したＮＥＤＯプ

ロジェクト（以下、「コアプロジェクト」という。）の基幹技術、先端技術分野等の研究の中核で

あり、かつ、その優れた指導者が属する大学等であって、本事業の実施場所となる大学等 

 

（３）講座の開設期間  

原則 5年以内 

 

4．2 実績推移 

 ～

2015 

年度  

2016 

年度 

2017 

年度 

2018 

年度 

2019 

年度 

2020 

年度 

2021

年度 

2022 

年度 

2023 

年度 

2024

年度 

(見込

み) 

実績額推

移 （ 百 万

円） 

2,667 8 91 90 94 99 123 382 270 330 

 

5．事業内容 

5.1 2025年度実施内容 

2024年度の実施内容を、原則2024年度までに開設された既存講座において継続して実

施する。 
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5.2 2025年度実施予定講座 

①コアプロジェクトに係る講座 

実施期間 講座名 コアプロジェクト名 拠点 

2021～

2025 年度 

多用途多端子直流送電システム

NEDO特別講座 

次世代洋上直流送電システム開発事業

（2015～2019 年度） 

多用途多端子直流送電システムの基盤

技術開発（2020～2023 年度） 

東京都市大学、 

徳島大学、 

東京工業大学 

2022～

2025 年度 

有機ケイ素機能性化学品製造 

プロセス技術開発プロジェクトに 

係る講座 

有機ケイ素機能性化学品製造プロセス

技術開発（2014～2021 年度） 

早稲田大学、 

群馬大学、 

産業技術総合研究所 

2022～

2026 年度 

バイオものづくり分野の NEDO

特別講座 

カーボンリサイクル実現を加速するバイ

オ由来製品生産技術の開発 

（2020～2026 年度） 

神戸大学、 

大阪大学、 

大阪工業大学、 

京都大学、 

（株）ちとせ研究所、 

Green Earth Institute（株） 

2023～

2026 年度 

マルチマテリアル構造技術及び 

構造材料の開発技術者養成に

係る特別講座 

革新的新構造材料等研究開発 

（2014～2022 年度） 

京都大学、 

東海国立大学機構、 

物質・材料研究機構、大

阪大学、 

産業技術総合研究所 

2023～

2027 年度 
AI 品質マネジメントに係る講座 

人と共に進化する次世代人工知能に関

する技術開発事業（2020～2024 年度） 
産業技術総合研究所 

2024〜

2025 年度 

空間 ID・3 次元空間情報基盤に

係る講座 

産業 DX のためのデジタルインフラ整備

事業（2022～2024 年度） 

宇宙サービスイノベーショ

ンラボ事業協同組合、 

法政大学、 

大阪経済大学 

2024〜

2026 年度 

カーボンリサイクルに係る 

NEDO特別講座 

カーボンリサイクル・次世代火力発電等

技術開発（2016～2026 年度） 
広島大学 

2024〜

2025 年度 

廃プラスチックの高度物性再生

の開発技術者養成に係る 

特別講座 

革新的プラスチック資源循環プロセス技

術開発（2020～2024） 
福岡大学 
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②先端技術分野等に係る講座 

実施期間 講座名 拠点 

2023～2027 年度 研究開発型スタートアップ支援人材の養成特別講座 PwC コンサルティング合同会社 

2023～2025 年度 高度ロボット活用人材育成講座 （一社）日本ロボットシステムイン

テグレータ協会、 

産業技術総合研究所 

2024〜2025 年度 環境と共生する新産業創出に向けた人材育成講座 

 -微細藻類を基点に- 

東京大学 

2024〜2026 年度 将来の電力システムの計画・運用を支える解析技術確立と

人材の育成に係る講座 

早稲田大学 

北海道大学 

東京大学 

広島大学 

産業技術総合研究所 

 

5.3 2025年度事業規模  

380百万円 

① 一般勘定  34百万円 

② 需給勘定 346百万円 

事業規模については、変動があり得る。 

 

6．事業の実施方式  

6．1 公募 

本事業は、公募によって本事業の目的に合致する事業実施者をＮＥＤＯが選定し、委託

により実施する。 

 

（1）掲載する媒体 

ＮＥＤＯウェブサイト 

 

（2）公募開始前の事前周知 

公募開始前にＮＥＤＯウェブサイトで行う。 

 

（3）公募時期・公募回数 

必要に応じて、講座ごとに適切な時期に公募を行う。 

 

（4）公募期間 

原則30日間とする。 

 

（5）公募説明会 

講座ごとに適切な時期に公募説明会を行う。 
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6．2 採択方法 

（1）審査方法 

委託事業者の選定・審査は、公募要領に合致する応募を対象にＮＥＤＯが設置する審

査委員会（外部有識者で構成）で行う。審査委員会（非公開）は、本事業の目的の達成に

有効と認められる実施者候補を選定した後、ＮＥＤＯはその結果を踏まえて委託事業者を

決定する。 

提案者に対して、必要に応じてヒアリング等を実施する。 

審査委員会は非公開のため、審査経過に関する問合せには応じない。 

 

（2）公募締切から採択決定までの審査等の期間 

45日間以内とする。 

 

（3）採択結果の通知 

採択結果については、ＮＥＤＯから申請者に通知する。なお、不採択の場合は、その明

確な理由を添えて通知する。 

 

（4）採択結果の公表 

採択案件については、申請者の名称、研究開発テーマの名称等を公表する。 

 

7．その他重要事項  

（1）運営・管理 

各拠点の指導者と密接な関係を維持しつつ、本事業の目的及び目標に照らして適切な 

運営管理を実施する。 

 

（2）複数年度契約の実施 

講座ごとに適切な期間の複数年度契約を行う。 

 

（3）その他 

特になし。 

 

8．実施方針の改訂履歴 

2025 年 1月制定 


